
ⅩⅢ 実 務 経 験 期 間 の 算 定 の 具 体 事 例        

 「Ⅲ受験資格 １実務経験 ア～イ」(P２)とあわせてご確認ください。 

Ａ 国家資格等取得者の場合 …別表１(P35) 

具体事例(●⇒資格等登録日) 受験の可否 

病院就職 

准看護師免許登録   看護師免許登録           通算５年 

● ● 

准看護師として       看護師として          受験資格 

看護業務(２年)      看護業務(３年)      

※期間が通算して５年以上となる場合は、看護師免許とあわせて准看護師免許も添付してください。 

○ 

病院就職   看護師免許登録 

(４/１)      (５/１)       ４年 11ヶ月   

        ● 

   算定しない 

※免許登録前期間(４/１～４/30)は算定できません。 

※対象国家資格等に基づく業務は、登録日から５年の実務経験が必要です。 

☓ 

病院就職         准看護師免許登録         ５年 

                 ● 

  看護補助(介護)業務(無資格３年)    看護業務(２年)       

※国家資格等に登録された日から５年の実務経験が必要です。 

☓ 

病院就職          医療機関に就職 

看護師免許登録 退職                    通算５年 

 ● 

  看護業務(１年)         医療ソーシャルワーカー(４年)    受験資格 

※職種・業務内容が変わっても、所持する国家資格等に基づく実務経験は通算できます。ただし、 

直接対人援助業務でない医療事務や研究等では算定できません。 

○ 

特養就職      

栄養士免許登録           ５年    

 ● 

             介護業務(介護資格なし)         

※介護業務は、栄養士資格に基づく業務ではないため、実務経験とは認められません。 

☓ 

訪問介護事業所就職 

訪問介護員養成研修２級課程修了    介護福祉士登録 

                      ● 

      訪問介護員(８年)          訪問介護員(４年) 

※国家資格等に登録された日から５年の実務経験が必要です。訪問介護員養成研修２級課程修了の資

格による業務は実務経験とは認められません。 

☓ 

児童相談所就職          社会福祉士登録       ５年 

                     ● 

        相談員(３年)          相談員(２年) 

※児童相談所の相談員の業務は実務経験として認められていません。ただし、対象国家資格等登録後、

その国家資格に基づく業務に従事した期間は実務経験となります。 

☓ 

 



具体事例(●⇒資格等登録日) 受験の可否 

特養就職 

介護福祉士登録   休職(１年１か月)  

● 

  介護職員(１年)          復職後生活相談員(２年 11か月) 

※休職期間を実務従事期間とみなせるのは１年以内なので、この場合実務従事期間とみなせるのは

４年 11か月となります。 

☓ 

 

Ｂ 別表２に定める相談援助業務に従事した場合 …別表２(P36) 

具体事例(●⇒資格等登録日) 受験の可否 

デイサービスセンター            特養      配置替え       

  

       生活相談員(４年)         生活相談員(１年)  

※デイサービスセンターの生活相談員は、別表２に定める相談援助業務にあたらないため、この場

合実務経験は 1 年となります。ただし、社会福祉士等の資格を所持した上で、デイサービスセン

ターの生活相談員の業務についていれば、この期間も実務経験となり、受験資格を有しているこ

とになります。 

☓ 

通算５年 

特養就職         退職 社会福祉士登録 

                  ● 

    生活相談員(２年)          医療ソーシャルワーカー(３年)  受験資格 

※別表２に定める相談援助業務に２年従事し、その後国家資格等に基づく業務に３年従事した場合、

通算して５年の実務経験となります。 

○ 

 


